










仕 様 書 

 

  本業務は、公園緑地等維持管理標準仕様書（令和７年１月

改訂（平成２３年１月制定）広島市都市整備局緑化推進部）

により施行すること。 



特 記 仕 様 書 

 

１ 本特記仕様書は、大塚川緑地帯樹木保守管理業務（以下「業務」という。）に適用する。 

 

２ 本業務の実施区域は、別添「位置図」及び「業務場所詳細図」のとおりとする。 

 

３ 道路使用許可書(写し)並びに作業週報（本市所定の様式）については、必ず、作業前に提出

すること。なお、未提出での作業を行った場合は、作業中止等の措置を行うことがある。 

 

４ 本業務は、下記の工程表に基づき実施工程表を作成し、実施すること。ただし、天候、地元

要望等により、やむを得ず各作業の開始・完了時期に変更が生じる場合は、発注者と協議の上、

実施工程表を変更するものとする。なお、実施工程表は、実施計画書に添付すること。 

 

５ 樹木せん定について 

⑴ 樹木せん定は、樹木の特性に応じて切り詰めを行い、枯枝の除去を行うこと。 

⑵ 花木のせん定は、特に慎重に行い、花芽形成後に強せん定を行うことは避けること。 

⑶ 異なる樹種が接している場合は、それぞれ樹種ごとに形を整え、せん定すること。 

⑷ 歩道に出ていたりガードパイプ等に絡んでいるツタは、せん定すること。 

 

６ 抜根除草及び機械除草について 

⑴ 植樹部分の除草は、地際より繁茂している雑草類の根株を残さないよう人力により抜き取

ること。 

⑵ 作業にあたっては、樹木類（地被類等を含む）を痛めないよう充分注意し、抜き跡は凹凸

がないよう付近の土で埋め戻すこと。 

⑶ 樹木及び道路施設に地被類等が異常に繁茂している場所及び擁壁から剥離している場所の

地被類は、除草の対象とし抜き取ること。 

 

７ せん定した枝葉等の処分について 

せん定した枝葉及び除草した草等は、広島市ごみ焼却工場へ搬入することとし、処分量の集

計表及び処分伝票の写しを提出すること。 

 

８ 本業務の実施に当たっては、造園施工管理技士の資格を有する者又は建設業法第７条第２号

イ又はロに該当する者(造園工事に限る。）を現場責任者（直接的な雇用関係にあるものに限

る。）として配置すること。 

 

９ せん定作業に当たっては、職業能力開発促進法による１級又は２級造園技能士の資格を有す

る者（直接的な雇用関係にあるものに限る。）（以下「造園技能士」という。）を、せん定作

業中常時、現場に配置し、適正なせん定を行うよう指導にあたらせること。 

なお、せん定作業中においては、街路樹剪定士及び造園技能士であることが確認できるよう

名札等を着用すること。 



 

10 交通誘導警備員は、河川と道路（主要地方道広島湯来線）が並走する区間（養峠橋から

幸神橋まで）の作業時に、１日あたり１名配置すること。交通状況等を十分把握し必要で

あれば交通誘導警備員の増員等の安全対策を行い、現場の安全管理を徹底すること。 

また、交通誘導警備員を配置した場合は、勤務伝票等の写しを提出し、発注者が求める場合

は、勤務伝票等の原本を提示すること。 

   

11 業務実施中は、必ず作業中である旨を示す看板を掲げること。また、看板は出来るだけ、

運転者及び歩行者等から見やすい位置に配置すること。 

 

12 業務中においては、トラック等の作業車や作業員のヘルメットに受注者（下請け作業につい

ては下請業者）の会社名を表示すること。 

 

13 早朝・夜間（８時から１７時までの時間帯以外）や休日（官公庁の休日）に作業する場合は、

事前に業務打合せ簿を提出し、発注者の承諾を得ること。 

  ただし、原則として日曜日・祝日の作業は認めない。 

 

14  報告事項について 

⑴ 受注者は、本業務に従事する現場責任者及び資格者を契約後直ちに所定の様式により報告

すること。また、現場責任者及び資格者に変更があった場合も同様とする。 

⑵ 受注者は、工程表で示す作業期間の最終月の業務完了後、速やかに所定の業務実施報告書

に作業写真、処分量の集計表及び処分伝票の写しを添えて、発注者に提出し、検査を受ける

ものとする。 

 

15  本特記仕様書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して、

これを定めるものとする。 

 

大塚川緑地帯樹木保守管理業務 工程表（予定） 
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（安佐南区大塚西一丁目ほか） 
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